
＜生産性・収益向上及び多面的機能の発揮の事例＞

○緑のふるさと活き生きプラン２１

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県東津軽郡外ヶ浜町 上小国
ひがしつがるぐんそとがはままち かみおぐに

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

７７．７ha 水稲、そば、牧草 － － －

交 付 金 額 個人配分分 ５０％

６２１万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ５％

５０％ 水路・農道等の維持管理費 １３％（ ）

多面的機能増進活動費 １２％

体制整備に要する経費 １５％

交付金の積立（田植機の購入）その他（事務費） ５％

協定参加者 農業者５７人（うち上小国集落農業者３７人、その他近隣集落等農業者２０人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

①当集落は、陸奥湾に面した町中心部から津軽半島の山あいに向かって西へ６ｋｍほ

ど入ったところに位置し、水稲栽培を中心にしながらも青森市などで他産業に従事

する兼業農家がほとんどである。６５才以上の高齢者が約３割を占める。

②従来から、農村景観美化や文化継承など、豊かな農村生活の維持に向けた活動に関

心が高く、近隣の大平地区や小国地区（下小国、中小国、南沢）とも様々な面で連

携する機会があった。

③このようなことから、制度参加に向けた集落内の話し合いもスムーズで、他集落の

農業者を一部加えながら、農業生産活動の活性化をはじめとする豊かなふるさとづ

くりを目指すこととなった。

○上小国集落マスタープラン「緑のふるさと活き生きプラン２１」の概要

【現状】

①ほとんどの世帯が農地を保有するが、その多くは兼業農家である。

②６５才以上の高齢者が約３割であり、元気ながらも農業者の高齢化が進行。

２人の認定農業者が主たる担い手となり、約６ｈａの農地集積をはじめ、大型機械

を所有しての農作業受委託に取り組んでいる。

③耕作放棄地約４ｈａを復旧し、約３ｈａに牧草、０．５ｈａを担い手へ集積、残り

０．５ｈａには一時菜の花やコスモスの景観作物を作付けした後、集落における

「冬の農業」に向けたビニールハウスなどを設置し、高齢者らの生きがい農園とし

て、葉物野菜等を栽培。

、 。④学校田として蟹田小学校へ提供し もち米の田植えから収穫までの技術指導を実施

⑤お山参詣や宵宮の伝統行事等を行うとともに、新たに「ふるさと広場in夏、冬」と

して、町内へも呼びかけながら、集落住民を中心とした交流イベントを実施。



【将来像】

農村景観や文化継承などを次世代に残し、豊かな農村生活が将来にわたり維持され、

なおかつ小国・大平地域の活性と発展を目指すものであり、基本的な方向を多面的機能

と農業生産活動の両面から将来の姿の実現に向け取り組む。

①多面的機能の取組

・学校と連携して、子供たちに農業体験を通じた食の大切さなどを伝える。

・都市に住む住民が地域住民と一緒に農業体験や伝統行事ができる交流事業を実施

する。

②農業生産活動の取組

・農業の衰退が地域（農村）の崩壊を招くことから、多様な担い手が活躍できる地

域にあった集落営農づくりを非対象農家も含め、取り組む。

・女性や高齢者の担い手が活躍できる地産地消型の少量多品目野菜、山菜等のハウ

ス、露地栽培及び農協や町のフードセンターと連携した加工、販売、学校給食の材

料供給に取り組む。

・新品種をブランド化して販売できるよう関係機関と連携しながら生産体制を強化

に取り組む。

・小区画不整形の水田及び農道、用排水路の整備を行い、農地の集積団地化を進め

る。

・酪農農家と連携して、牧草団地及び大豆等の集団転作団地を継続して取り組む。

農用地保全マップの概要○

・用水路、農道、農地法面の管理（清掃、草刈り等）や定期的な点検等を行い、必要

に応じて、用水路へのヒューム管設置や農道への砂利敷きなどを実施する（水路の補

修が想定される箇所２箇所記載 。）

・協定管理地（復旧した耕作放棄地４ｈａ）における「冬の農業」ハウス設置等。そ

の他の農地は、認定農業者等担い手への農地集積及び（転作組合による）牧草栽培管

理する。

・集落内（街道沿い）へのプランターを設置する。



［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた活動

生産性・収益向上
（ ） （ ）農地の耕作・管理 田77.7ha ・景観作物作付け 機械・農作業の共同化

（コスモスや菜の花を 農業機械の共同購入・共
個別対応40.7ha、共同(担い手 街道沿いに植栽） 同利用（トラクター、田
及び転作組合<牧草>)37ha ・プランター100個への 植機、畦塗機、モア等）

花植付け（マリーゴー 37ha→目標：77ha
ルド、パンジー）

水路・作業道の管理
・水路3.0km、年2回 共同取組活動 共同取組活動
清掃、草刈り

・道路5.0km 多面的機能の発揮
草刈り 年2回 （自然生態系の保全に関

）簡易補修 5月 する学校教育等との連携
学校と連携して農作業

共同取組活動 体験の実施
①蟹田小学校：稲作
②蟹田中学校：畑作

協定管理地（復旧した耕作放 共同取組活動
棄地）の管理（4ha）
・｢冬の農業｣及び転作作物 農地法面の定期的な点検 営農組織の育成
作付ほか （田77.7ha、年2回） （現状:担い手集積14ha→

）目標:92ha
共同取組活動 共同取組活動 協定外農地も含める

（一部担い手管理）
共同取組活動

集落内外との連携
・周辺の集落、営農組織、行政、農協等と連携して豊かなふるさとづくりを目指す。
・集落内外の住民と連携した体験交流活動の実施。
（集落営農研修会やいきいきふるさとの集い等開催）

３．取り組むべき事項の活動内容

マスタープランの実現に向け、個人所有の機械の共同化や新たに田植機を共同購入

し、共同利用を促進し、今後５年間のうちに周辺集落、営農組織、行政及び農協と連

携しながら、上小国集落営農組織の設立に向け取り組み、地区の全面積（９２ｈａ）

の農地集積を目指し、それに向けた認定農業者を中心に水田の農地集積を実施（地区

交付金で導入した協定所有トラクターによる管理地(赤カブ栽培)の耕起作業 学校田で子供たちの田植作業



水稲作付面積４３ｈａ 。）

多面的機能の持続的な発揮の取組と

、 、して 協定管理地に体験型農園を設け

小学校の農業体験学習に続いて、中学

校でも農業体験学習を実施しており、

今後は、市民の体験農園の開設に取り

組むこととしている。

、 、また 集落内の非対象農家や非農家

集落外の都市住民とも連携し、地域の

活性化に向けた活動を展開する。

さらに「冬の農業」などを中心に、

地域の野菜や山菜栽培を振興し、女性

農業者らによる産地直売所の開設や漬

物などの加工販売、学校給食へ地元食

材を提供するなどの地産地消にも取り

組む。

［平成21年度まで取り組む目標］

○協定管理地（前対策で復旧した耕作放棄地）の効率的・効果的な運営

（３ｈａ：転作牧草地<酪農農家との連携>、0.5ｈａ：認定農業者への利用集積、

0.5ｈａ：生きがい農園的冬の農業実践ハウスの設置及び葉物野菜等の作付）

・水菜など野菜や山菜栽培とその加工販売

○機械・農作業の共同化（現状：３７ｈａ→目標：７７ｈａ）

共同機械の追加・整備と他集落との連携による効率的な運営

（現状：認定農業者所有トラクター（２台 、協定所有トラクター（１台 、モア、） ）

畦塗機、除雪機、溝掘機、田植機（Ｈ19年度購入予定）ほか）

○集落営農組織の育成

認定農業者２名を中心とした集落営農組織の育成（他集落との連携）

（目標：協定外農地の管理も含めた集落全面積（９２ｈａ）の農地集積）

（現状：担い手による農地集積１４ｈａ（協定農用地面積１８%））

○自然生態系の保全に関する学校教育等との連携

・蟹田小学校と連携した学校田３ａにおける栽培指導等の継続化

○その他の取組

・水稲新品種「まっしぐら」の積極的な導入による地域ブランド化

・集落の歴史や伝統行事を紹介するイベント「ふるさと広場in夏・冬」の継続開催

・集落営農に向けた各種研修会等の開催


